
 

 

 

■改正の経緯 

 本市では，中心市街地での都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的

に推進するための中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）に基

づき，第３期松山市中心市街地活性化基本計画の認定を令和２年１０月に受ける予定

ですが，内閣総理大臣は，当該計画の認定に当たって，特別用途地区等の活用により、

準工業地域の大規模集客施設の立地の制限が行われることを条件としています。 

 この条件を満たすためには，本条例で定めている大規模集客施設の立地の制限に関

し，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で「劇場，映画館，演芸場，

観覧場」と同様の扱いとなっている「ナイトクラブ（照度１０ルクス超）その他これ

に類する用途で政令で定めるもの」を追加する必要があることから，本条例の一部を

改正します。 

 

■条例で規定する事項 

 本条例では，次の事項（下線部が追加事項）を制限します。 

特別用途地区 建築してはならない建築物 

大規模集客施

設制限地区 

劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場，ナイトクラブそ

の他これに類する用途で建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）で定めるもの（※１）又は店舗，飲食

店，展示場，遊技場，勝馬投票券発売所，場外車券売場

その他これらに類する用途で政令で定めるものに供す

る建築物でその用途に供する部分（劇場，映画館，演芸

場又は観覧場の用途に供する部分にあっては，客席の部

分に限る。）の床面積の合計が１万平方メートルを超え

るもの（※２） 

※１ 建築基準法施行令で定めるナイトクラブに類する用途は，客にダンスをさせ，

かつ，客に飲食をさせる営業（客の接待をするものを除く。）を営む施設（ナ

イトクラブを除く。） 

※２ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（か）項に掲げる建築物

を記載 
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